


※下記「登録申請書」に必要事項を記載のうえ、「宣言書」を添付し、「公益社団法人岐阜県労働基準協会連合会」あてメール（hatsuratsu@aurora.ocn.ne.jp）をお願いします。
新はつらつ職場づくり宣言　登録申請書
１　事業場情報
	事業場名
	ふりがな
	本・支社
の区分
	本社・本社以外


	
	
	
	

	代表者
	役職
	
	氏名
	ふりがな

	
	
	
	
	

	所在地
	〒　　　-

	
	

	業　種
	
	全労働者数
	　　　　　　　　　名

	宣言年月日
	
	
	年
	
	月
	　
	日　　（「宣言書」の日付と同一）

	連絡先
	所属・役職
	
	氏名
	ふりがな　

	
	
	
	
	

	
	電　話
	　

	
	メールアドレス
	　



当事業場では、下記登録条件を確認のうえ、別添「新はつらつ職場づくり宣言　宣言書」のとおり、新はつらつ職場づくり宣言を行いましたので、その登録を申請します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
【登録条件】
（１）岐阜県内で事業を営む企業・事業場・団体等であること。
（２）宣言の内容が、本事業の目的に合致していること。
（３）労使双方が宣言内容に賛同し、双方の代表者が記名した「宣言書」(重点項目番号を記入)を添付し、登録申請書を提出すること。
（４）事業場の情報（名称・代表者役職氏名、所在地、業種、労働者数、宣言年月日）及び「宣言書」の内容について、岐阜労働局ホームページへの掲載に同意すること。
（５）岐阜労働局に配置される「働き方・休み方改善コンサルタント」によるコンサルティングの実施について、協力すること。
（６）宣言内容の変更に係る登録は、原則として、３年を経過した後から可能となること。
(７) 登録決定後、公共の福祉に反するなど社会的に非難される事案等が確認された場合は、岐阜労働局長の判断で、岐阜労働局のホームページへの掲載を取りやめる場合があること。

２　労使合意の確認
　☐　本申請は、使用者および労働者代表の双方が「新はつらつ職場づくり宣言　宣言書」の内容を確認し、合意の上で提出しています。

３　宣言書における労働者代表氏名の岐阜労働局ホームページ掲載について
☐　同意します。　　　　　　　 ☐　同意しません。




